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○ 認 可 特 定 保 険 業 者 等 に 関 す る 命 令 （ 平 成 二 十 三 年 内 閣 府 ・ 総 務 省 ・ 法 務 省 ・ 文 部 科 学 省 ・ 厚 生 労 働 省 ・ 農 林 水 産 省 ・ 経 済 産 業 省 ・ 国 土 交 通 省 ・ 環 境 省 令 第 一

号 ） 
次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に

対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 （ 連 続 す る 他 の 規 定 と 記 号 に よ り 一 括 し て 掲 げ る 規 定 に あ っ て は 、 そ の 標 記 部 分 に 係 る 記 載 ） に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象

規 定 」 と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄

に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 

改  正  後 改  正  前 

別紙様式第１号（第33条第１項関係）          （日本産業規格Ａ４） 

 

          年 度             業務報告書 

 

年  月  日 

  殿 

住   所 

認可特定保険業者名 

代表理事   氏 名 

      年   月   日から  年   月  日までの業務及び財産の状況を

次のとおり報告します。  

目    次 

［第１～第５ 略］ 

 （記載上の注意） 

   １ 保険業法等の一部を改正する法律（平成 17年法律第 38号。以下「改

正法」という。）附則第２条第２項の規定による申請書又は認可特定保

険業者等に関する命令（平成 23年内閣府・総務省・法務省・文部科学

省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第１

号）第 64条第１項第１号の規定による届出書に旧氏（住民基本台帳法

施行令（昭和 42 年政令第 292 号）第 30 条の 13 に規定する旧氏をい

う。）及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に

記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄

に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみ

を記載することができる。 

別紙様式第１号（第33条第１項関係）          （日本産業規格Ａ４） 

 

          年 度             業務報告書 

 

年  月  日 

  殿 

住   所 

認可特定保険業者名 

代表理事   氏 名 

      年   月   日から  年   月  日までの業務及び財産の状況を

次のとおり報告します。  

目    次 

［第１～第５ 同左］ 

 （記載上の注意） 

１ 保険業法等の一部を改正する法律（平成 17年法律第 38号。以下「改

正法」という。）附則第２条第２項の規定による申請書又は第 64 条第

１項第１号の規定による届出書に旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和

42年政令第 292号）第 30条の 13に規定する旧氏をいう。）及び名を併

せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧

氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該旧氏及び

名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載すること

ができる。 

   

 

  年   月  日から 
  年   月   日まで 

  年   月  日から 
  年   月   日まで 
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  ［２～５ 略］ 

［第１・第２ 略］ 

第３ 貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）貸借対照表 

（認可特定保険業者） 

［表略］ 

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記について

は、その関連が明らかになるように記載すること。 

⑴ ［略］ 

⑵ 次に掲げる会計方針に関する事項 

［①～⑥ 略］ 

⑦ 収益の計上方法（顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて

当該契約から生ずる収益を認識するときは、主要な事業における顧客

との契約に基づく主な義務の内容、当該義務に係る収益を認識する通

常の時点その他重要な会計方針に含まれると判断したものを記載す

ること。） 

⑧ ［略］ 

⑶  次に掲げる会計上の見積りに関する事項 

① 会計上の見積りにより当該事業年度に係る財務諸表にその額を計

上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼ

す可能性があるもの 

② 当該事業年度に係る財務諸表の①に掲げる項目に計上した額 

③ ②に掲げるもののほか、①に掲げる項目に係る会計上の見積りの内

容に関する理解に資する情報 

⑷ ［略］ 

⑸ 金融商品の状況に関する事項、金融商品の時価等に関する事項及び金

融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

⑹～⒆ ［略］ 

［２～12 略］ 

第４ 損益計算書 

［２～５ 同左］ 

［第１・第２ 同左］ 

第３ 貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）貸借対照表 

（認可特定保険業者） 

［同左］ 

（記載上の注意） 

１ ［同左］ 

 

⑴ ［同左］ 

⑵ ［同左］ 

［①～⑥ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

⑦ ［同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

⑶ ［同左］ 

⑷ 金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項 

 

⑸～⒅ ［同左］ 

［２～12 同左］ 

第４ 損益計算書 
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年度             損益計算書 

 

（認可特定保険業者） 

［表略］ 

 （記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、貸借対照表に記載したものは、この

限りでない。 

［⑴～⑹ 略］ 

⑺ 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ず

る収益を認識する場合における次に掲げる事項（重要性の乏しいものを

除く。）を注記すること。 

① 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性

質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区

分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項 

② 収益を理解するための基礎となる情報 

③ 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情

報 

①から③までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるとき

は、記載することを要しない。 

⑻ ［略］ 

  ［２～５ 略］ 

第５ ［略］ 

 

年度             損益計算書 

 

（認可特定保険業者） 

［同左］ 

 （記載上の注意） 

１ ［同左］    

      

［⑴～⑹ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ ［同左］ 

［２～５ 同左］ 

第５ ［同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。    

   年   月  日から 
   年   月   日まで 

   年   月  日から 
   年   月   日まで 


